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                                   仕様書 

 

令和４年度 窓口負担割合見直しに係る周知広報に関する 

リーフレット等の印刷梱包配送業務 

 

１ 業務の概要 

  国が作成し、広域連合に納品される窓口負担割合見直しに係る周知広報に関するリーフ

レット等を印刷梱包し、指定郵便局に納品するもの。 

 

２ 配布先及び配布数量 

（１）配布箇所数 

   16,790 箇所 

（２）送付先種別毎の数量内訳 

    

  1 箇所あたり数量(国目安) 

  リーフレット ポスター 箇所数 

病院 200 2 309 

医科診療所、歯科診療所 50 1 6,269 

薬局 50 1 4,000 

高齢者施設 - 1 6,177 

都道府県 200 10 1 

広域連合 200 10 1 

その他市町村 200 10 24 

政令指定都市 700 10 3 

中核市 500 10 1 

特例市 500 10 5 

特別区 - - 0 

 

なお、リーフレットとポスターの数量は概数であり、今後、国の動向によって変動する

場合がある。 

また、各種別の詳細な内訳については、別途提示する。 

 

３ 印刷物 

（１）通知文 

サイズ  Ａ４・表面のみ 黒１色 

紙質   上質紙四六判５５ｋｇ程度 

内容   広域連合作成の完成原稿（電子データ）渡し。引き渡し日等については、 



 2 / 4 

 

契約締結後、別途協議とする。 

校正  校正 １回 

数量    17,000 部 

 

４ 梱包物 

（１）「３ 印刷物」で印刷した通知文 

（２）窓口負担割合見直しに係る周知広報リーフレット 

   サイズ  Ａ３・両面カラー 

紙質   マットコート紙９０ｋｇ 

内容   国作成の完成原稿渡し。 

校正 なし 

数量   856,300 部 

（３）窓口負担割合に見直しに係る周知広報ポスター 

サイズ  Ａ２・カラー（縦） 

紙質   マットコート紙１１０ｋｇ 

内容   国作成の完成原稿渡し。 

校正   なし 

数量   27,560 部 

 

５ 梱包方法 

（１）梱包状態 

（ア）通知文 

   A４サイズ（折りなし）。 

（イ）ポスター 

   A４サイズになるよう２回折る。 

（ウ）リーフレット 

   A４サイズ（国納品状態のまま）。 

（２）梱包順 

受託者が用意する箱に、上から通知文１枚、ポスター、リーフレットの順に梱包する 

こと。 
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６ 引渡し 

（１）引渡し日 

   契約締結後、別途協議とする。 

（２）引渡し場所 

 国から広域連合に登録依頼がある予定であるため、受託者は落札決定後、速やかに 

その詳細を広域連合に連絡すること。 

（３）引渡し資材 

 （ア）リーフレット 

２つ折りにした状態で積み上げ、指定部数ごとに天地を切り返し、区切られている。

１箱あたり 500 部梱包されている。 

（イ）ポスター 

Ａ２片面印刷されたものをそのままの状態で積み上げ、指定部数ごとに天地を切り返 

す、または仕切り紙により区切られている。１箱あたり 200 部梱包されている。 

（４）留意事項 

リーフレットとポスターの引き渡しを受ける際には、フォークリフトを活用する 

等、円滑な引き渡しに努めること。 

 

７ 納品 

  梱包した箱等は、指定郵便局に納品すること。 

 

８ 納品時期 

令和４年８月下旬を予定。 

 

９ 契約期間 

契約締結日から令和４年９月１５日まで 

 

10 支払い 

契約単価に処理件数を乗じた額（その額に１円未満の端数がある場合は端数を切り捨て

た額）の合計額（ただし納品費用については、一回として上記金額に合算する。）に、取

引にかかる消費税額（地方消費税額を含む）として 100 分の 10 を乗じた額を加算して受託

者に支払うものとする。 

なお、郵送料については委託者負担とし、契約単価には含めないものとする。 
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11 契約変更 

業務の実施によって、契約締結時に想定した業務量あるいは合意した業務内容等 

が著しく変動した場合には、協議の上、契約の変更を可能とする。 

 

12 仕様書の解釈等 

本仕様書の内容について疑義が生じた場合、または記載されていない事項につい 

ては、協議により決定することとする。 

 

13 かし担保責任 

  受託者は、委託者の検収日後に発見されたかしを無償で是正しなければならない。ただ

し、その期間は検収日後１年間とする。 


